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建
設
労
働
者
の
雇
用
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱 

第
一 
建
設
分
野
作
業
員
宿
舎
等
設
置
助
成

助
成
金

次
の
措
置
を
講

 

 

一 

建
設
分
野
作
業
員
宿
舎
等
設
置
助
成

助
成
金
の
支
給
対
象
と
な
る
中
小
建
設
事
業
主

石
川
県
に
お
け
る
建

設
作
業
に
従
事
す
る
建
設
労
働
者
の
た
め
の
宿
舎
そ
の
他
の
施
設

の
貸

与
を
受
け
る
中
小
建
設
事
業
主
を
追
加

 

 

二 

一
で
支
給
対
象
と
し
た
中
小
建
設
事
業
主
に
対

一
の
事
業
年
度

次
の
１
又
は
２
に
掲
げ
る
区
分
に
応

当
該
規
定
に
定
め
る
額

当
該
１
又
は
２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

当
該
規
定
に

定
め
る
額
の
合
計
額

そ
の
額
が
二
百
万
円
を
超

を
支
給

 

 
 

１ 

作
業
員
宿
舎
等
の
う
ち
宿
舎
の
貸
与
を
受
け
る
場
合 

当
該
宿
舎
に
居
住
す
る
建
設
労
働
者
の
数
に
二
十
五
万
円
を

乗
じ
て
得
た
額 

 
 

２ 

作
業
員
宿
舎
等
の
う
ち
宿
舎
以
外
の
施
設
の
貸
与
を
受
け
る
場
合 

当
該
施
設
の
貸
与
に
要
す
る
経
費
の
三
分
の
二

に
相
当
す
る
額 

第
二 

施
行
期
日
等 
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一 

こ
の
省
令

公
布
の
日
か
ら
施
行

第
一
の
措
置

令
和
六
年
一
月
一
日
以
降
に
石
川
県
に
お
け
る
建
設
作
業

に
従
事
す
る
建
設
労
働
者
の
た
め
の
宿
舎
そ
の
他
の
施
設
の
貸
与
を
受
け
る
中
小
建
設
事
業
主
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ

 

 

二 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行

 


